
危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定実施細目 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定（以下「協

定」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（広域応援の要請及び実施の手続等） 

第２条 広域応援の要請及び実施の手続等については、「危機事象発生時の四国４県広域応

援に関する基本協定に基づく支援・受援マニュアル」（平成２７年１１月策定）に定める

ところによる。 

 

（広域応援の経費の負担等） 

第３条 広域応援に要する経費の負担等については、協定第７条に定めるところによるほ

か、別紙「応援経費の負担等基準」に定めるところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず、武力攻撃事態等及び緊急対処事態における広域応援に要す

る経費については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平

成１６年法律第１１２号）第１６５条に定めるところによる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１

７の規定による職員の派遣の経費の負担等については、同法に定めるところによる。 

 

（資料の内容等） 

第４条 協定第９条に定める広域応援活動に必要な資料のうち、災害応急活動に必要な資

料については、次のとおりとし、その内容に重要な変更があったときは、その都度その

内容を通知するものとする。 

（１） ヘリポート等の所在地及び位置図 

（２） 食料及び生活必需品の備蓄状況 

（３） 備蓄倉庫の所在地 

（４） 前３号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

（訓練） 

第５条 協定第１０条の規定による応急対策等に関する訓練を実施するに当たっては、協

定に基づく応援が円滑に行われるよう、この実施細目に定める広域応援要請等の演習を

盛り込むよう努めるものとする。 



（その他） 

第６条 この実施細目に定めのない事項については、四国４県が協議して別に定める。 

 

   附 則 

１ この実施細目は、平成２７年１１月２５日から施行する。 

２ 平成１９年２月５日に締結した「危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協

定実施細目」は、これを廃止する。 

 

 この実施細目を締結したことを証するため、本書４通を作成し、各県の危機管理を統括

する職の者が記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

  平成２７年１１月２５日 

 

 

 

徳島県危機管理部長     黒 石 康 夫 

 

 

 

香川県危機管理総局長    泉 川 雅 俊 

 

 

 

愛媛県防災安全統括部長   岡 田 清 隆 

 

 

 

高知県危機管理部長     野々村  毅 

 

 



別紙 

応援経費の負担等基準 

 

１ 職員の派遣に要する経費の負担等 

協定第５条第１項第３号の規定による職員の派遣に要する経費の負担については、次

のとおりとする。 

ア 応援を受けた県が負担する経費の額は、応援を行う県が定める規定により算出した

当該職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 

イ 職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態と

なった場合における公務災害補償に要する経費は、応援を行った県の負担とする。た

だし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援を受けた県の負担とする。 

ウ 職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務に従事中に

生じたものについては応援を受けた県が、応援を受けた県への往復の途中において生

じたものについては応援をした県が賠償責任を負う。 

エ ア、イ及びウのほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援を受けた県及

び応援をした県が協議して定める。 

 

２ 経費の一時繰替え支弁等 

（１） 応援をした県は、協定第７条第２項の規定により応援に要する経費を一時繰替え

支弁した場合は、次に掲げる経費に相当する額を、応援を受けた県に請求する。 

 

応援の区分 経費 

協定第５条第１項第１号の物資の

提供に係るもの 
購入費及び輸送料 

協定第５条第１項第１号の資機材

の提供に係るもの 

借上料、燃料費、輸送費、破損費及び故障が

生じた場合の修理費 

協定第５条第１項第２号の施設の

使用に係るもの 
借上料 

協定第５条第１項第２号の設備及

び機器の使用又は貸与に係るもの 
輸送費及び故障が生じた場合の修理費 

協定第５条第１項第３号の職員の

派遣に係るもの 
１に定める経費 



協定第５条第１項第４号の試験検

査等の実施に係るもの 
実施に要した経費 

協定第５条第１項第５号の特に要

請のあった事項に係るもの 
実施に要した経費 

 

（２） （１）の請求は、応援した県の知事名による請求書により、連絡担当部局を経由

して応援を受けた県の知事に請求するものとする。 

（３） （１）及び（２）により難いときは、応援を受けた県及び応援をした県が協議し

て定める。 

 


